
自宅療養者

自宅療養サポートセンター 県コロナ室
医療調整班

往診医の勤務先
担当窓口

①電話相談

往診医

②聞き取り
往診が必要と判断

③電話で依頼
④メールで情報提供

⑤近隣の当番医を探す

⑥電話で依頼、個人情報伝達
⑦個人情報以外はメール

⑧往診依頼

⑪往診

往診時刻は、
医師か勤務先が
患者に直接電話

（事務職）
・カルテ作成
・後日レセプト請求
・その他事務処理

・PPEは各医療機関から持ち出し
・交通費も自己負担
・看護師セットで行くかは医師の
判断で

【個人情報】
氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号

【その他情報】
発症日・症状経過・基礎疾患
バイタル（体温、SpO2）
かかりつけ医
PPE着衣場所（車内から着て良いか、
玄関前で着るのか等）

～収集すべき情報～
（チェックリスト化し保健所が聞き取り）

岡山県 往診スキーム

期間：1日の新規陽性者数が2,000人を超えてから6週間程度を想定

⑫報告
（※）

（※）往診等の継続が必要な場合

・往診医から県医療調整班へ連絡
県が翌日以降の往診を手配

・訪問看護継続が必要な場合、当該医療
機関で訪問看護指示書を作成
訪問看護ステーションに依頼いただく

⑨担当往診医の伝達
⑬報告

⑩担当往診医
の伝達



往診医師募集方法

＜往診医師の募集について＞

・県医師会と病院協会を通じて依頼、登録制（医療機関）
・事前に当番可能な日を把握しシフトを組んでおく

・県医師会、病院協会を
通じて依頼

・医療機関ごとにとりまと
めて登録

・登録医師に
「調整さん」URL送付
・当番可能日を事前登録

・感染拡大する見込み期間
についてシフト表を作成

・開始日が決定したら
登録医師へお知らせ
シフト表を送付

・保健所にも開始日を通知

【ルール】
・当番日は断らない
・その日のうちに往診に行くこと
（時間は問わない）
・衛生資材や医療資材等は持出し

・開始日から６週間が目安
終了予定日も知らせておく
感染状況に応じて延長あり

・終了予定日の数日前に連絡
終了日通知
延長なら延長予定期間を通知
するとともに再度シフト調整



往診医師募集方法

【県がシフト表を作成・登録者へ共有】

事業開始日から、当シフト表に従い
県コロナ室から往診依頼します

当番可能か否かを
入力


